
広報あやべ お知らせ版６月号
市役所 電話0773(42)3280、ファクス0773(42)4406

労働保険のお知らせ
　
　令和８年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の
年度更新は、７月10日（金）までです。

○年度更新の時期は窓口が大変混み合いま
す。自宅やオフィスから待ち時間不要で、い
つでも手続可能な電子申請がオススメです。

○保険料は電子納付も可能です。電子申請と電
子納付を利用した場合、全てインターネット上
で手続を完結させることができて便利です。

○労働保険の電子申請に関する詳細は特設サ
イトへ!

年度更新申告書
書き方パンフレット

労働保険電子申請
イメージキャラクター：
ペパレス執事

労働保険電子申請
特設サイト

国民年金保険料－免除･納付猶予制度－ 

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な 

場合に、保険料の納付が免除・猶予される制度があり 

ます（所得審査があります）。 

令和８年度（令和８年７月～ 

令和９年６月）分の申請は、 

７月１日から受け付けます。 

申請を希望する人は、市民・国保課の窓口へお越し 

ください（マイナポータルからも申請できます）。 

（記事ID3125） 

【申請に必要なもの】 

・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など） 

・本人確認ができるもの（マイナンバーカードなど） 

・失業した人…雇用保険被保険者離職票や雇用保険 

受給資格者証など 

・代理人による申請…委任状 
 

＜問い合わせ＞ 市民・国保課 電話(42)4253 

綾部市営共葬墓地
使用希望者募集！

市営共葬墓地の使用希望者を募集します。

〇場所　綾部市田野町才ヶ首24番地

〇募集区画数　５区画（１ｍ×２ｍ＝２㎡／区画）

〇使用料　永代使用料10万円

〇管理料　年間2,000円

〇応募要件　市内在住者

〇申込期間　７月6日(月)～21日(火)

〇申込方法　電話かファクスで住所、氏名、連絡先

　　　　　　を環境政策課へ。

　　       （電話受け付けは土・日曜日、祝日を

　　　　　　 除く午前９時～午後５時）

〇その他　・希望者多数の場合は抽選

　　　　　・現地は自由に見学可能

＜問い合わせ＞
　環境政策課　電話(42)1489　ファクス(43)2840

後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ 

令和８年８月以降の     

資格確認書等のお届けについて 
現在お持ちの資格確認書の有効期限は、7月31日です。 

 

✓８５歳以上の人（７月３日時点年齢） 
新しい資格確認書（藤色）を 7 月中旬に特定記録 
郵便で郵送します。（手続き不要）  

✓８４歳以下の人（７月３日時点年齢） 
マイナ保険証を普段から利用していない人 
（マイナ保険証を持っていない人を含む） 

新しい資格確認書（藤色）を７月中旬に特定記録 

郵便で郵送します。（手続き不要）   

マイナ保険証を普段から利用している人※ 
マイナ保険証での受診をお願いします。 

資格確認書（藤色）の発行には申請が必要です。 

希望する人は下記まで問い合わせてください。 
※「マイナ保険証を普段から利用している人」は 
以下の条件をすべて満たす人です。 

①過去１年間で 6 回以上マイナ保険証を利用 
②概ね直近 3 カ月以内にマイナ保険証を利用 

 
〇令和８年度に支払っていただく保険料の決定通知 

書は７月中旬に送ります 
＜問い合わせ＞ 市民・国保課 電話(42)4253 

＜問い合わせ＞　
　福知山労働基準監督署　電話0773(22)2181
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第１回人権を考えるセミナー

北部産業創造センターの高度な装置を
使った実験と、市内企業の工場見学を
行います。夏休みの思い出作りにいか
がですか？（記事ID5437）

日時　７月29日(水)午後１時30分～４時30分

場所　北部産業創造センター（青野町）

内容　①ものづくりの基礎を学ぶ実験や体験
　　　②工場見学（ベルテックス）

対象　綾部市内小学５・６年生　先着40人

参加申込は右のQRコードから
フォームに入力してください。

申込期限：６月30日(火)

＜問い合わせ＞
　商工労政課　電話(42)4264

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
＜申し込み・問い合わせ＞  

あやべボランティア総合センター 
電話(40)1388 ファクス(40)1389 

 

～ふれあい福祉体験～ 

サマーボランティア体験２０２６ 
 綾部市社会福祉協議会とあやべボランティア

総合センターは、サマーボランティア体験の参加

者を募集しています。 

 
＜対象＞市内在住、在学、在勤で体験プログラム①

～③の全てに参加できる中学生以上の人 

＜体験プログラム＞ 

①事前講座 ７月 28 日(火)、29 日(水)のどちらか 

②施設体験 ８月 3 日(月)～８月 19 日(水)の 

うち３日間 

③ふりかえりの会 ８月 21 日(金) 

＜体験場所＞市内の社会福祉施設等 

（高齢者・障がい者・児童等） 

＜申込期限＞６月２９日(月) 

※パンフレットは同センターのホームページから 

ダウンロードできます。 

募集！ 

　京都弁護士会は、法律問題で困りごとがある
人のために法律相談を実施します。秘密は固く
守られます。気軽に相談してください。

京都弁護士会
綾部法律相談センター

日　時　７月２、９、23、30日(木)
　　　　午後１時～４時20分

場　所　Ｉ・Ｔビル（西町一丁目）
　

費　用　40分　5,500円（税込み）
　　　　（※収入が一定額未満の人は無料）

予　約　相談日の前日までに下記の連絡先へ
　　　　（定員に達した場合は締め切り）

＜申し込み・問い合わせ＞

　丹後法律相談センター　

　電話0772(68)3080

　※受付時間　午前９時15分～午後４時30分

　（土・日曜日、祝日除く）

　「母から娘へ　そして、孫へ
　　　　～いま、伝えたいこと～」
●講師　坂田かおりさん
　　　　　（人権テイク・ルート代表）

●日時　７月28日(火)午後６時30分～

●場所　中丹文化会館（里町）
　※要約筆記を希望する人は、７月13日(月)までに

　　電話かファクスで申し込んでください。

■送迎バスの運行
　JR綾部駅南口(18:00)→府綾部総合庁舎前(18:05)

　→中丹文化会館(18:15)
　セミナー終了後、中丹文化会館を出発します

■主催：市教育委員会

　共催：日東精工グループ

       ・日東精工 ・日東公進 ・ニッセイ

       ・ファイン ・東陽精工 ・日東精工SWIMMY

＜問い合わせ＞

　社会教育課　電話(42)4326、ファクス(43)0991

ハ ン セ ン 病 へ の 偏 見 や 差 別 を な く そ う  
元患者とその家族が偏見や差別で苦しむことがないよう、正しい知識を持って理解を深めましょう！ 

綾部ものづくり体験ツアー
参加者募集！！
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キッズつくるフェスタ参加者募集！

親子で楽しく、ものづくりを体験してみませんか？

作って楽しいワークショップが全10講座！

ぜひご参加ください！

日　　時　８月２日(日)午前10時～正午

　　　　　　　　　　　午後２時～４時

場　　所　中丹文化会館（里町）

内　　容　①ダンボールの蜂②お皿③スカンディア

　　　　　モスでミニキャンバス④バスボム⑤陶芸

　　　　　⑥モールのトイプードル⑦カゴづくり　

　　　　　⑧アロマストーン⑨チョークアート

　　　　　⑩キーホルダー

対　　象　小学生以上の子ども 

　　　　   (保護者の同伴をお願いします)

参 加 料　材料代のみ（各1,000円）

申し込み
　６月21日(日)午前９時～７月４日(土)午後５時に

　電話で中丹文化事業団へ。

　※定員になり次第締め切ります。
＜問い合わせ＞
　京都府中丹文化事業団
　電話(42)7705　ファクス(42)7783 

おやこの夏休み
日本に伝わる文化体験フェア

親子で一緒に伝統文化を体験してみませんか？

楽しいワークショップが全10講座！

ぜひご参加ください！

日　　時　Ⓐ８月22日(土)午前10時～正午

　　　　　　①茶道②藍の生葉染③けん玉

　　　　　　④綾部百人一首⑤手縫いで巾着づくり

　　　　  Ⓑ８月23日(日)午前10時～正午

　　　　　　⑥和太鼓⑦生け花⑧将棋

　　　　　　⑨キーハープ（大正琴）⑩大字（書）

場　　所　中丹文化会館(里町)

対　　象　小・中学生とその保護者

参 加 料　子ども、保護者とも１人200円

申し込み　電話で中丹文化事業団へ

　　　　　６月28日(日)～８月２日(日)

　　　　　（月曜日を除く午前９時～午後５時）

　　　　　※定員になり次第締め切ります。

＜問い合わせ＞
　京都府中丹文化事業団
　電話(42)7705　ファクス(42)7783 

＜問い合わせ＞

　　綾部市青少年育成連絡協議会事務局

　　社会教育課　電話(42)4326　ファクス(43)0991

７月１８日(土)

　午後１時30分～３時15分(予定)

   （午後１時開場）

－ 青少年すこやかフォーラム －

＼ みんなで広げよう ／

子育て・孫育て・他孫育ての輪

日時

中央公民館中央ホール（里町）場所

講師

ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン 理事長

ぼうだ あきこさん

　地域の子どもたちが「綾部で育ってよかった」と

　心から思えるように、今だからこそ大切にしたい

　子どもたちとの関わり方とは？

　「他孫（たまご）育て」の視点から

　話していただきます。

た ま ご

＊手話通訳・要約筆記を希望される人は、

　７月３日(金)までに電話かファクスで申し込んでください。

　　　右のＱＲコードを読み取るかアプリのＩＤ

　　　検索で「@ayabecity」と検索してください登録しませんか！綾部市ＬＩＮＥ公式アカウント

お知らせ～非課税世帯等商品券配布事業～

■郵便配達時に商品券を受け取れなかった人
　〇住民票の住所に再度封書を郵送します

　　（封書には受領書と委任状の様式を同封）

　〇封筒と本人確認書類（マイナンバーカード等）
　　を持参の上「プレミアム付商品券2026事務所」
　　で受け取ってください。

　〇受取期間：封書の届いた日～８月31日(月)

■申請が必要な人（以下の要件に該当する人）
　① 令和７年１月２日から令和８年２月15日までに　
　　 転入した人がいる世帯　

　② ①に該当する世帯で令和７年度市民税が非課税

　　 もしくは均等割りのみ課税世帯の世帯主

　〇申請期限：８月31日(月)

　〇申請に必要な書類

　・綾部市住民税非課税世帯等商品券配布申請書

　・令和７年１月１日に住民登録のあった市区町　
　　村発行の令和７年度納税通知書（課税証明書）

　〇申請方法：上記の必要書類をそろえて「プレミ
　　アム付商品券2026事務所」へ提出　

＜問い合わせ＞

　プレミアム付商品券2026事務所
　電話(52)0055【平日午前９時～午後５時】
　社会福祉課　電話(42)4250
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８月１日(土)に中丹文化会館・天文館パオ・資料館の
三館合同イベントを一日限定で開催します！
今年の夏も久田山で楽しもう！！

丹波くりの栽培を支援します

市はクリの新植、改植をする市内の団体に苗木
を配布します。また、クリの生産者（団体に限
る）を対象に、獣害対策として予算の範囲内で侵
入防止柵の設置を補助します。

・苗木配布（補植は対象外）
対象…営農組合、自治会、クリ生産組織等の団体
面積…１団体の植栽面積が10アール以上
配布数…10アール当たり苗木40本を上限
品種…丹沢・美玖里・筑波・銀寄・石鎚
　※条件…出荷を目的に栽培すること
　※申請多数の場合は、新規の団体を優先

・侵入防止柵設置補助
対象…市内のクリ生産者（団体に限る）
柵の種類…複合柵等
補助率…資材費の50㌫以内
　※申請多数の場合は、補助金額が1/2に満たない
　　ことがあります。

・申込期限　７月31日(金)

＜問い合わせ＞　林政課　電話(42)4362

 

＜未来へつなぐ文化のかおるまち推進事業＞

青島広志＋大阪交響楽団
ファミリーコンサート

７月20日(月・祝)午後３時開演

◆演奏予定曲
　「白鳥の湖」組曲より情景、交響詩「わが
　祖国」よりモルダウ、おおブレネリ、ドナ
　ドナ、手のひらを太陽に　ほか
◆入場料
　全席指定　前売り1,000円（当日1,300円）
◆場所　
　中丹文化会館（里町）
３歳から入場OK！大人だけの参加も大歓迎！

チケット
発売中!!

＜問い合わせ＞ 中丹文化会館（里町久田21-20）
　　　　　　　 電話(42)7705　ファクス(42)7783

第６回 久田山フェスティバル

中丹文化会館
○TOKYOスーパーイリュージョン
・開演：午後２時
・入場料：全席指定1,500円（当日1,800円）

天文館パオ
○化石採集体験教室
・時間：午前９時～11時30分
・参加費：入館料と１組（家族）500円
○自由工作「かんたん危機一髪ゲーム」
・受付時間：午前10時～午後４時30分
・参加費：入館料のみ(大人300円/小・中学生150円)

資料館
○探し物は展示室の中にある？
　　　　　　　　　　～ランタンウォーク探検隊～
・開館時間：午前９時～午後５時
　（最終受付は午後４時30分）
・入館料：無料

＜お問い合わせ先＞
中丹文化会館　電話(42)7705
天文館パオ　電話(42)8080
資料館　電話(42)4328（社会教育課文化財担当）
　　　　電話(43)1366（資料館）

 
登録型本人通知制度 

　住民票や戸籍謄本などの証明書の不正取得による

個人の権利侵害を抑止する制度です。本人以外の第

三者に証明書を交付した場合、交付した事実を郵送

で本人にお知らせします。（記事ID2383）

【制度のメリット】

・不正取得の早期発見が期待できます。

・多くの人が登録することで、不正取得の抑止効 
  果が期待できます。

　※第三者などから住民票の写し等の請求があった場
　　合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認した
　　りする制度ではありません。

【登録に必要な書類】

・申込書、顔写真付きの本人確認書類（マイナン
  バーカード、運転免許証）など

＜申し込み・問い合わせ＞
   市民・国保課　電話(42)4245

不正請求

インストール ➡ライフビジョン(地域情報アプリ)をご活用ください！ Google
Play

App
Store


	ページ 1
	ページ 1
	ページ 1
	ページ 1

